
議会基本条例特別委員会（第１８回）要点録 

 

１ 日  時 平成２３年７月４日(月)9:28～11:30 

２ 出席委員 角田訓也（委員長），仁科文秀（副委員長），大本益之，金藤照明， 

蔵本隆文，齋藤重雄，田口忠義，原田毅，原田てつよ，森岡聰子, 

藤井義明（傍聴議員） 

３ 欠席委員 なし 

４ 場  所 第１委員会室 

５ 内  容 

  委員長…「前回を踏まえた逐条解説改正案」について。 

「前文の解説」について。「地方自治体」の用語説明を追加した。 

Ｉ委員…「普通地方公共団体」の「普通」は必要か。 

事務局…一部事務組合などの「特別地方公共団体」と区別して付けました。 

Ｂ委員…正式には「普通」はあったほうがよい。 

Ａ委員…同じ。 

委員長…改正案とする。 

（了承） 

  委員長…「１条の解説」について。前回，大分市議会を参考に，との意見であった。 

事務局…逐条解説の全体を通し，次のようにしています。「定めます」を「定めていま

す」に変更。２名の委員からの案がある場合はＡ案，Ｂ案として併記。大分市議

会を参考とした用語説明は※の部分です。第１条の解説は，お一人の委員の改正

案を基にしています。 

委員長…改正案とする。 

（了承） 

  委員長…「２条から４条の解説」について。「定めています」に統一。改正案とする。 

（了承） 

  委員長…「５条の解説」について。 

事務局…前回の案には，条文の繰返しに過ぎない，との御意見がありました。２委員

の案を併記し，用語説明を追加しました。 

Ｄ委員…Ａ案。 

Ｈ委員…Ａ案。 

Ｆ委員…Ａ案。 

Ａ委員…Ａ案。 

Ｇ委員…Ａ案。 

Ｂ委員…Ａ案。 

Ｉ委員…Ｂ案。 

Ｃ委員…Ａ案。ただし「また，議会運営に・・」以降が不要。 

委員長…Ａ案。ただし「また，議会運営に・・」以降を削る。 



（了承） 

委員長…用語解説は改正案とする。 

（了承） 

  委員長…「６条の解説」について。 

事務局…２委員の案を併記し，用語説明を追加しました。 

Ｄ委員…Ｂ案。 

Ｉ委員…Ａ案。 

Ｈ委員…Ａ案。 

Ｅ委員…Ａ案。 

Ｆ委員…Ａ案。 

Ａ委員…Ａ案。 

Ｇ委員…Ａ案。 

Ｃ委員…Ａ案。ただし「また，議員は自らの・・」以降は不要。 

委員長…Ａ案とする。 

（了承） 

委員長…解説は改正案とする。 

（了承） 

Ａ委員…市民の受ける印象を考え「福祉」の用語説明を変更できないか。 

Ｇ委員…総合計画に同じ解説があったと思う。 

事務局…総合計画に同様の表現があります。 

委員長…Ａ案とする。「また，議員は自らの・・」以降も残す。 

（了承） 

  委員長…「７条の解説」について。 

事務局…２委員の案を併記しました。 

Ｄ委員…Ａ案。 

Ｈ委員…Ａ案。 

Ｇ委員…Ａ案。 

Ｂ委員…Ａ案。 

Ａ委員…Ａ案。 

Ｅ委員…Ａ案。 

Ｉ委員…Ｂ案。 

Ｃ委員…Ｂ案だが「盛衰」が分かりにくい。Ａ案なら「責任を担わなければ」では。 

Ｆ委員…両案をまとめることはできないか。いずれも少し足りない気がする。 

委員長…Ａ案とする。ただし「責任を担わなければ」とする。 

（了承） 

  委員長…「８条の解説」について。 

Ｄ委員…「同志的集合体」という言葉があるか。 

事務局…用語辞典を参考としました。 



Ｈ委員…改正案。 

Ｉ委員…改正案。 

Ｅ委員…「同一理念をもつ・・」としてはどうか。 

Ｇ委員…京丹後市の「政策を中心とした同一理念を持つ議員により構成されていま

す。」の表現がよい。 

Ａ委員…会派の人数などについては別に定めがあれば，記載すべき。 

事務局…会派については内規で定められています。 

Ｄ委員…Ｇ委員の案がよい。 

Ｈ委員…同じ。 

Ｅ委員…同じ。 

Ｆ委員…同じ。 

Ａ委員…同じ。 

委員長…「会派は，政策を中心とした同一理念を持つ議員により構成されています。」

とする。また「別に定めています。」を追加する。 

（了承） 

  委員長…「９条の解説」について。「定めています」に統一。改正案とする。 

（了承） 

  委員長…「１０条の解説」について。 

事務局…委員の案を基にしました。 

Ｄ委員…改正案がよい。 

Ｈ委員…改正案がよい。 

Ｅ委員…改正案がよい。 

Ｆ委員…「議会を代表しての・・対応などを行います。」を後に移しては。 

Ｉ委員…同じ。 

Ｂ委員…「対応などで」とすればよいのでは。 

Ｃ委員…前半の段落は素案，後半の段落は改正案がよい。 

Ｄ委員…改正案がよい。ただし「対応などで」とする。 

Ｈ委員…同じ。 

委員長…「議会を代表しての・・対応など」を削除してはどうか。 

（了承） 

  委員長…「１１条の解説」について。 

事務局…本文を簡素化し，用語説明を追加しました。 

Ｃ委員…改正案。 

Ｇ委員…改正案。 

Ａ委員…改正案。 

Ｄ委員…改正案。 

Ｈ委員…改正案。 

Ｅ委員…改正案。 



Ｆ委員…改正案。 

Ｂ委員…「公聴会を積極的に活用し・・」「請願は政策提言として扱う・・」を追加。 

Ｉ委員…「笠岡市議会はこのように請願を受けています。」など，請願が市民の権利と

してできることを分かり易く表現できないか。 

Ｆ委員…市民が直接，委員会で請願を説明できることを記すべきでは。 

委員長…市民による請願の説明は１１条の４項にある。改正案とする。 

（了承） 

  委員長…「１２条の解説」について。「定めています」に統一。改正案とする。 

（了承） 

  委員長…「１３条の解説」について。 

事務局…２委員の案を併記しました。 

Ｃ委員…Ａ案，ただし「や情報公開」を削除。 

Ｂ委員…Ａ案，ただし「情報公開」は「情報提供」に変更がよい。 

Ｇ委員…Ａ案。 

Ａ委員…Ａ案。 

Ｄ委員…Ｂ案。分かりやすい。 

Ｈ委員…Ｂ案。 

Ｆ委員…Ｂ案。 

Ｉ委員…Ｂ案。 

委員長…若干Ｂ案が多い。 

Ｂ委員…Ｂ案なら「動きは分かっていても」の表現を変更。「情報提供」を追加。 

委員長…Ｂ案の「市長や執行部の動きは分かっても」を削除する。 

（了承） 

  委員長…「１４条の解説」について。「定めています」に統一。改正案とする。 

（了承） 

  委員長…「１５条の解説」について。 

事務局…反問権の解説を，という御意見を受け，「議員に対する逆質問」としました。 

Ｃ委員…改正案。 

Ｂ委員…改正案。 

Ｇ委員…改正案。 

Ａ委員…改正案。 

Ｄ委員…改正案。 

委員長…改正案とする。 

（了承） 

委員長…「１６条から１９条の解説」について。「定めています」に統一。改正案とす

る。 

（了承） 

委員長…「１８条の解説」について。 



事務局…前回，議会の議決権について制限列挙としているのは法定受託事務のためか，

との御質問がありました。自治法抜粋の下線部に，議決事件を別に定める場合に

は「法定受託事務に係るものを除く。」とあります。ただし，法定受託事務（生

活保護，国政選挙など）には市独自の基準は作れませんが，予算審査を通して関

与することが可能です。 

  委員長…「２０条の解説」について。 

事務局…「笠岡市議会政務調査費の交付に関する条例」と政務調査費の使途について

の記述を追加しました。 

Ｃ委員…「内規で」は不要。 

Ｂ委員…「内規で」は不要。 

Ａ委員…「内規で」があったりなかったりしているので，統一すべき。 

委員長…次回までに精査する。 

「２１条の解説」について。「定めています」に統一。改正案とする。 

（了承） 

委員長…「２２条の解説」について。 

事務局…前回の御意見を受け，「少なくとも一つの常任委員会になる」の表現を改めま

した。 

Ｃ委員…改正案。ただし「置かれています。」がよい。 

Ｇ委員…同じ。 

Ａ委員…同じ。 

Ｄ委員…同じ。 

Ｈ委員…同じ。 

Ｅ委員…同じ。 

Ｆ委員…同じ。 

事務局…条例に「特別委員会」の具体的な定めはなく，「及び常任委員会」を削るべき

と考えます。 

委員長…事務局案とする。ただし「及び常任委員会」を削除する。また「置かれてい

ます。」とする。 

（了承） 

委員長…「２６条の解説」について。 

事務局…「笠岡市特別職報酬等審議会」の用語説明を追加しました。 

Ｆ委員…用語説明の「置かれるものです。」は「置かれています。」ではないか。 

事務局…必要に応じ設置される審議会で，常時設置されていないのでこうしました。 

委員長…改正案とする。 

（了承） 

委員長…「２７条の解説」について。 

Ｃ委員…改正案。 

Ｇ委員…改正案。 



Ａ委員…改正案。 

Ｄ委員…改正案。 

Ｈ委員…改正案。 

Ｅ委員…改正案。 

Ｆ委員…改正案。 

Ｉ委員…改正案。 

委員長…改正案とする。 

（了承） 

  委員長…「２９条の解説」について。「官報，公報」の用語説明を追加した。 

Ｃ委員…改正案。 

Ｇ委員…改正案。 

Ａ委員…改正案。 

Ｄ委員…改正案。 

Ｈ委員…改正案。 

Ｅ委員…改正案。 

Ｆ委員…改正案。 

Ｉ委員…改正案。 

Ｂ委員…市の広報は入れないのか。 

事務局…ここの「公報」は「広報かさおか」のような噛み砕いたものではありません。 

委員長…改正案とする。 

（了承） 

  委員長…その他。 

Ｃ委員…解説が不要な条があるのではないか。 

委員長…逐条解説なので不要と思われる条の解説もあえて入れている。 

紙面の都合から「議会だより」へは条例，解説を交互に掲載したい。 

（了承） 

事務局…政治倫理条例案第４条では公職選挙法など法律について，第５条では「就業

等の報告義務」の地方自治法９２条の２の記述について脚注を追加しました。 

委員長…政治倫理条例については条文が分かり易いので，逐条でなく脚注形式とした

い。事務局案とする。 

（了承） 


